
〔別紙 1〕 

随意契約理由書 
 

 

件 名 
破砕選別施設 

二酸化炭素消火設備容器弁等点検整備 

契約の相手方 株式会社コーアツ 大阪支社 

根 拠 法 令 地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号 

随意契約の理由 

 

当施設の二酸化炭素消火設備は、電気室内で発生した火災を消火するための固定式

消火設備であり、人命に関わる特に重要な設備である。 

本業務は、平成 25年 11月 26日付け消防庁告示第 19号「容器弁の安全性」点検の

義務化に基づき、点検整備を実施するものである。 

容器弁等を既設のメーカーと異なるメーカーへ交換した場合、認定違反・消防法令

違反となる場合があるため、交換が必要な部品は既設業者製に限られる。 

今回点検整備を行う設備は、株式会社コーアツが製造・設置を行っており、本業務

を確実に履行するために必要な技術力を有し、部品調達が可能な者は他に存在しない

ため、上記業者との随意契約を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

担 当 部 署 

（問合せ先） 

環境局布施畑環境センター破砕選別施設 

（電話番号 078-976-9143） 


